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巻頭エッセイ 

インターディシプリン

よりマルチディシプリ

ンな人材育成を 
上野千鶴子（社会学） 
 

 多分野交流演習なるものが、文学部の目玉

として鳴り物入りでスタートしたのが、1995

年。わたしも１コマを持たせていただいたが、

成果のほどはどうだろうか？ 

 多分野交流演習がスタートしたとき、まっ

さきに思ったのは、これは京大人文研方式の

導入だ、ということである。桑原武夫さんが

アイディアを思いつき、文部省を説得してし

くみをつくり、人事と予算をつけた。戦後の

社会科学の動きを、いちはやくもはや個人プ

レーの時代ではない、共同研究、それも分野

のちがった研究者の集団によるゆるやかな座

のような連係プレーの中で、お互いが刺激を

受けながらひとつの成果をあげていく、とい

うシステムを、「学際的研究」なんてしゃれた

言葉がない時代から、思いつき、実践した。

桑原さんは稀代のアイディアマンであり、そ

してオルガナイザーだった。その中から『共

同研究ルソー』のような成果も生まれた。 

 このしくみはまたたくうちに、多方面に波

及した。人文研育ちの生態学者、梅棹忠夫さ

んは、同じ方式を自分が設立した国立民族学

博物館に導入したし、同じく京都学派の影響

を受けた梅原猛さんは、国立国際日本研究セ

ンターにもちこんだ。同じく人文研にいたこ

とのある哲学者、鶴見俊輔さんは、似たよう

なやり方を民間で組織して『思想の科学』を

刊行し、『共同研究 転向』のような成果をあ

げた。桑原さんや鶴見さんがつくった民間の

研究団体、現代風俗研究会は、異なる分野の

集う座のおもしろさを体現したものである。

メンバーのなかには人形作家や美容師なども

おり、そのなかから「たこやき評論家」まで

誕生した。 

 人文研方式は東にも波及した。国立歴史民

俗博物館も、同じような学際的なプロジェク

ト方式を導入している。多分野交流演習がス

タートすると聞いたとき、そうか、東大もそ

の気になったのか、と思ったものである。と



 
 

ころが実体を知ってがっかりした。人事と予

算はなるほどついていたが、申し訳程度のお

そまつなもの。国立大学教官をお呼びする場

合には、非常勤手当はつかず、私立大学の場

合にも規定通りの微々たる額である。そのう

え、首都圏以外からどなたかに来ていただき

たくとも、旅費もつかない。これではメンバ

ーになっていただきたい方たちにお声のかけ

ようもなく、三拝九拝して無理をおねがいす

るか、声をかけやすい身近な方におちついて

しまいがちである。大学院生の参加を正式に

認め、単位認定の対象にしたのはいいが、こ

れも博士課程後期の学生に限られている。（編

集部注）大学院生を前期と後期でそんなに差別

する理由がわからないし、現に諸先生方は修

士課程の学生にも「単位にならないけれど、

出るといいよ」と、声をかけておられるはず

だ。「学際」をいうなら、いっそ「学校際」に

もすればよい。他大学の院生も自由に出入り

し、単位交換の対象になればかれらにもイン

センティブになるだろう。少なくとも、非常

勤でお呼びしている方々の勤務していらっし

ゃる大学の院生諸君が、受講して単位になる

程度の制度の裏づけは整備するべきではない

だろうか。 

 多分野交流演習は、その気になれば使える

制度だし、成果があがることも過去の経験か

ら実証されている。だが、制度を支えるイン

フラがあまりに貧弱だ。当研究科で最大の成

果といえば、法文二号館中２階の荒廃した１

室が、多分野交流演習室として装いもあらた

にヴァージョンアップしたことだろうか。担

当の教員にとっては、日常の業務に加えて負

担増になり、これでは担当者、関係者のすべ

てにとって、さまざまな負担をかかえながら

もその場を共有することがメリットになると

いう、よほど魅力的なプログラムを組まなけ

れば維持するのがむずかしい。魅力的なプロ

グラムは、魅力的な人材によって支えられる。

あの人を呼びたい、というときに旅費も出な

いようでは、おのずと選択の範囲は限られる。

魅力的な人材は、首都圏にばかりいるとは限

らない。そのなかでも、多分野交流演習の非

常勤講師枠に、評論家やフリーランスのジャ

ーナリストなど、アカデミック以外の人材が

登場し、教授会で認定されたことは、ひとつ

のブレイク・スルーではないだろうか。新し

い異種混交的な知は、かならずしもアカデミ

ック・コミュニティから生まれるとは限らな

いからだ。 

 ところで多分野交流演習が登場したとき、

もうひとつ思ったことは、なぁーんだ、多分

野交流なんてとっくの昔からひとりでやって

いた、という感慨である。もちろん、わたし

の専攻が社会学という、あらゆる隣接分野か

ら貪欲に知の道具を盗む、なりふりかまわぬ

成り上がりの学問であることも関係している

が、いまどき知のリストラのなかで、ひとつ

のディシプリンに安住していられるような分

野はどこにもないはずだ。わたしは 20 代のこ

ろはひたすら人類学の民族誌と精神医学の病

跡誌とを読んでいたし、社会学の論文を読む

より経済学の論文を読む方がおもしろかった。

30代にはいってから80年代の文学批評理論の

隆盛に遭遇し、文学理論から多くを学んだ。

80 年代に文学研究は理論漬けになり、理論を

欠いた文学研究は成り立たなくなったが、同

時に他の社会科学の分野でも、言語論、記号

学、文学理論の影響を抜きにディシプリンを

語ることはむずかしくなった。90 年代には歴

史研究にのめりこんでいったが、歴史学もま

た民俗学、人類学、文学研究からの影響を強

く受けており、「史料が読める」だけでは歴史

記述はじゅうぶんでなくなっていた。そして

「女性史」という講壇史学のなかでは正統性

を持たない分野で、90 年代につぎつぎに多産

な仕事を生んでいったのは、いっぽうで「史

料の読み方がなっていない」と歴史家に批判



 
 

を受けながらも、歴史学のディシプリンのな

かでは育ってこなかった人材、教育学や社会

学の若手の研究者だった。わたしは毎年、テ

ーマを変えて「アイデンティティの政治」や

「＜近代家族＞再考」、「ナショナリズムと女

性」、「不払い労働の理論」などのゼミをおこ

なってきているが、年間 60 本を数える指定文

献リストには、言語学、心理学、人類学、歴

史学、文学、精神医学等々の分野の論文が並

ぶ。社会学プロパーの論文は少ないくらいだ。

いわば総合講座をひとりオムニバスでやって

いるようなものだ。受講生は通年でそれだけ

の学際的なアプローチに接するから、社会学

が社会学だけで閉じない分野であることをお

のずと学ぶことになる。こういうときほど、

社会学というディシプリンが、境界の定まら

ない、いいかげんな学問であることに感謝す

ることはない。 

 そうなれば東京大学の三極構想、すなわち

駒場キャンパスは「学際性」を、本郷キャン

パスは「ディシプリン性」を、柏キャンパス

は「新領域」を、という知の分業体制もいか

がなものか。ディシプリンは伝統芸能や無形

文化財のように生き延びれるわけではない。

時代とともに、知のリストラはいやおうなく

進行するし、たとえ一部のひとびとにとって

不愉快でも、ジェンダー研究のような新しい

アプローチ��もはや「分野」とは呼ぶまい

��が登場し、老舗の学問に斬り込んでノイ

ズを発しつづけるのも、時代の趨勢というも

のだろう。ディシプリンもまた変容する。老

舗としての本郷が、ディシプリン性にたてこ

もっているうちに、すっかり時代に取り残さ

れていることにもなりかねない。 

 多分野交流演習が誕生したのは歓迎だ。で

きればそれに実質を与えるだけのインフラが

ともなってほしいし、成果がかたちになって

あらわれてほしい。そして何より、異なる分

野の研究者たちがたがいに刺激を与えあう現

場に立ち会って、インターディシプリンとい

うよりもマルチディシプリンな人材が、受講

生のあいだから育ってほしい。それがいちば

んの成果、というべきではないだろうか。 

 
（編集部注） 

多分野交流演習は、2000 年度より、博士課程だけで

なく、修士（博士前期）課程の大学院生の履修・単

位取得も認められるようになりました。 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

プロジェクト案内 

環境―その自然と

人為―（2） 
主査 松永 澄夫 

木曜５・６時限 
 

環境行動（Ecological Behavior）を規定す

る心的過程について 

文・藪内 稔 
（東京大学大学院新領域創成科学研究科） 

 

問題：人々は日常の生活において、環境に配

慮した一般的行動（環境保全・環境保護に何

らかの点で寄与すると考えられる行為全般）

（ecological behavior）をどのように行って

いるのであろうか。またそのような行動を動

機付ける態度・行動意図（behavioral 

intention）は、どのような背景、状況、知識、

あるいはコンテキストによって形成されるの

であろうか。また、環境行動に人々を志向さ

せる要因としての責任感（情）は、どのよう

な倫理観・道徳観に基づいているのであろう

か。今回は、このような環境・社会心理学的

課題に関わるごく最近のスイスにおける先行

研究と、私の担当する社会心理学研究室での

実験実習で得られた東大生を対象とした探索

的研究とを比較検討をおこない、話題提供を

した。 

 

背景となる理論・モデル：環境に対して人々

が抱く態度（environmental attitude )と環

境行動をつなぐ心的過程を説明するモデルと

して、社会心理学における『合理的行為・計

画的行為理論』（Fishbein&Ajzen）を援用し、

また、個としての責任感（moral 

responsibility feeling）と社会的慣習に依

拠した責任感（conventional responsibility 

feeling）のいずれが環境行動を強く導くとこ

ろの要因となり得るかを検討した。合理的行

為論によれば、＜当該行為を行うことによっ

て生起される結果についてどう認識している

か＞（これは当該行為に関わる知識に規定さ

れる）という側面と、＜当該行為についての

規範的認識＞（これは行為対象に対する価値



 
 

意識に規定される）によって行動意図が形成

され、オバートな行動が喚起されることにな

る。 

 

結果：スイスでの研究 被調査者はスイスの

環境保護を目的とした組織に属する輸送運転

手と待遇改善を目的とした組織に属する運転

手。構造方程式モデルで環境態度と環境行動

の causal relationship を解析した結果、合

理的行動モデルは、環境行動を適切に説明す

るものであること、すなわち、環境に対する

知識、共同社会における自己の生活に関する

規範的態度が環境行動の確率的生起を高め、

また対人的調整的・社会慣習的規範の側面で

なく、自己の行為責任にいかに対峙するかと

いう側面での責任感（情）が環境行動に強く

関わることが示された。 社会心理学研究室

での研究 スイス研究との対比研究という位

置づけはできないが、東大生を被調査者とし

た結果は、合理的行動理論はかならずしも環

境行動を説明するモデルとはなりえないこと、

とりわけ、環境に対する知識のレベルが必ず

しも環境行動の確率的生起に結びつかないこ

とを示し、社会慣習的責任感（情）のほうが

環境行動を強く規定している傾向を示した。 

 このような両研究における相違を呈示し話

題を提供した。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

プロジェクト案内 

80 年代のアジア－

選択の果実 
主査 桜井由躬雄 

木曜５・６時限 

文・客員助教授 

井上あえか 
 

 

 本講座は、今年度は半期講座として開講さ

れ、9 月末に終了した。それと同時にアジア各

国の60年代から80年代をテーマとしてきた3

年間のシリーズが終了したので、この機会を

借りて全体の総括を試みることとしたい。 

 冷戦の終結によって始まったのは、安定、

平和、あるいは発展の時代かと思われた。し

かし 90 年は、株の乱高下、経済不安の時代で

あり、さらに 21 世紀に入った今年、アメリカ

貿易センタービルのテロがさらに不安な時代

の本格的な幕開けを告げた。事件後間をおか

ずにアメリカが打ち出した報復論は、今だか

らこそ成り立ち得た政策なのではなかろうか。

60 年代ならアメリカに反対する声は世界各地

にもっと多く強く存在したし、70 年代も 80 年

代も、アメリカ自身がもっと国際法なり、国

際社会の規範に束縛されていた。これにたい

して現在は、冷戦によって維持された政治的

規制や、それに依拠して可能となった規範や

一定の方向性が失われ、アメリカの恣意的な

方針が世界の基準になり、正義にさえなる時

代である。 

 冷戦終結後の今日から見て、冷戦期にはど

のような特徴があったのか、ここでは三点指

摘しておきたい。第一に、60 年代から 80 年代

にはアジアには進むべき道の選択肢が三つあ

った。外国の資金に依存した自由主義（資本

主義）経済か、あるいは社会主義経済か、そ

れともそれらのいずれにも与しない孤立主義

（閉鎖）経済かである。これらの選択肢のう

ちのいずれを選択したかによって、東、東南、

南アジアの各国の歩む道は大きく異なってい

くことになった。第二に、冷戦は世界に秩序

をもたらし、政治的安定を保証していた。軍

備拡大競争があった一方で、冷戦が戦争を抑

止していたという事実に異を唱えるものはい

ないであろう。第三に、この時代は政治原則

に規定されて経済が動いていた。 

 資本主義を選んだ国にとって、輸出市場と



 
 

なったのはほとんどアメリカであった。一方

で社会主義を選ぶ国があった 60 年代には、社

会主義は豊かさをもたらすという希望がまだ

あった。社会主義も共産主義も、イデオロギ

ーとしての説得力を持っていた。資本主義を

えらぶか社会主義をえらぶかは、恐らく植民

地期の状況に大きく規定されたであろう。植

民地期に地主層、あるいはすでに資本家層が

存在した国はアメリカ的な経済へ、逆に自給

的・小農的アジアは社会主義への道を進んだ

と考えられないだろうか。そして選択の契機

として、植民地独立運動あるいは革命があっ

たのである。革命とはたとえばインドネシア

の 9.30 事件、あるいはベトナム戦争である。 

 1970 年代末まで、社会主義あるいは社会主

義の資本主義的改革としての社会民主主義は、

アジア諸国にとって進むべき方向としての意

味を維持していた。実際には 65 年半ばからす

でに社会主義の構造的解体はすでに始まって

いたという見方もできるが、解体が現実化、

実体化してくるのは 70 年代の半ば以降である。

社会主義的豊かさは貧困へと転落していった。

この時期に、社会主義経済圏では生産財が行

き渡り、生産の中心が消費財へ移行した。し

かし消費財は生産財と違って、気まぐれな消

費者の要求に適応する必要があり、小回りの

きかない計画経済にはなじまなかった。その

ことが、70 年代に社会主義的豊かさと貧困へ

の転落が背中合わせであったひとつの理由で

あったといえないだろうか。そして 80 年代半

ば以降、社会主義に見切りをつけるように、

ソビエト連邦でペレストロイカ、ベトナムで

ドイモイが始まる。こうして社会主義への幻

想が壊れたとき、次に現れたのは資本主義へ

の幻想だった。資本主義への幻 

想と誤解に基づいて、海外からの投資が来る

ことを期待して、元社会主義諸国は国を開放

した。 

 1985 年から 90 年代にかけては、オルタナテ

ィブ喪失の時代といえる。社会主義を捨てて

資本主義へ移行しようとした国々は、外国か

らの投資が期待したようには集まらず 90 年代

に資本主義の現実を認識する。しかしソ連の

消滅と同時にオルタナティブがなくなり、否

応なくアメリカ中心の市場化経済へ編入され

ていくことになった。そしてアジアの資本主

義経済が頓挫するのが 97 年のアジア通貨危機

であった。 

 21 世紀に入った現在、世界はいよいよオル

タナティブのない、規制のないことの不安定

さに満ちている。そこに現れてきたのが、一

つのオルタナティブとしてのイスラーム復興

主義であろう。あるいは環境論、精神論など

もその中に数えられるかもしれない。反アメ

リカと表裏の関係にあるイスラーム復興主義

も、環境論も、精神論も、物質主義へのアン

チテーゼであり、精神的な価値の再生を求め

ている。 

 このように考えてくると、1980 年代は 20 世

紀にとって、あるいは近代にとって、大きな

転換点であったと考えられる。マルクス主義

もケインズ主義も、ともに社会の問題を国家

の介入によって解決しようとしたという点で、

同じ源の二つの処方箋であったといえる。

1980 年代にはこの処方箋がともに力を失った。

規制緩和あるいは民営化と称して、国家が社

会の問題から手を引いていく時代であり、そ

れに代わって市場万能、自由主義万能の原理

が世界を支配し始めたのであった。こうした

状況への批判として、反グローバリズムやイ

スラーム復興主義を位置づけることは可能で

ある。しかし、それらは新たな処方箋を提示

できていない。そしてアメリカが主導する論

理に対抗することを宣言しているのはテロリ

ズムの論理だけというのが今の世界の実態な

のではなかろうか。 

 米同時多発テロによって明らかに世界は変

わった。しかしそれ以後も、日本ではなぜか



 
 

そうした議論が深まらない。深まらないまま

に対テロ法案が拙速に国会を通過する。革新

の崩壊によって、反対者が不在となった社会

に、さらに追い討ちをかけるこの日本人の鈍

感さは、致命的でさえある。 

 世界はポスト資本主義の処方箋を求めてい

る。セーフティーネット論はそのひとつかも

しれない。それはかつての福祉国家論に似て

いる。これに対して、日本の規制緩和と構造

改革はまさに国家が社会の問題から撤退して

いく過程の始まりであるが、社会関係が崩壊

したところですべてを個人の問題に還元し自

己責任を問う将来像は、あまりに荒涼として

いる。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

プロジェクト案内 

古代ギリシャ・ローマ

研究の方法 
主査 逸身喜一郎 

金曜５・６時限 
 

 

 

 イントロの第０回を除き、４月から１０月

の前半まですでに４回のセッションが終わっ

ている。このＮＬでは、第１回から第３回ま

での報告の要旨を報告者にそれぞれまとめて

もらった。  

 

第１回 ５月２５日 （逸身喜一郎）  

「教訓詩とは何なのか」  

 「なぜ？」という問いは文学研究には無縁

である。文学研究は「なぜ？」ではない。「い

かに？」なのである。「悲劇とは何か？」より

も「この行のこの単語の意味であり、それが

その文中に本来ありうべきかの是非」である。

いっぽう歴史にはいくつも「なぜ？」がある。

「なぜ？」という問いが歴史とかかわりあう

とすれば、哲学とかかわる問いは「とは何

か？」であろうか。  

 しかしそうはいうものの文学研究にあって

も「なぜ？」「とは何か？」を発したい局面が

ある。ある作品、作品群があまりに今日の常

識とかけはなれている場合である。いわゆる

「教訓詩」とよばれるジャンル「とは何か？」。

「なぜ？」このような題材がヘクサメトロス

でかかれねばならなかったのか。ただしあえ

ていままでの私の考察と折り合いをつければ

「教訓詩とは何か。なぜこうしたジャンルが

古典文学の伝統の中で脈々と続いたのか」と

いう問いは、文学史の問いである。（「教訓詩

の紹介は省略。）  

 エポスを「英雄叙事詩」「教訓詩」「牧歌」

に分けるのは、セルウィウスの記述を踏まえ

た分類であり今日の常識になっているけれど

も、本当のところどうなのか。「教訓詩」と「英

雄叙事詩」との境界線は、遠くからみるとは

っきりしているにもかかわらず、越境は多い

し境界も時に曖昧になる。詩人たちは「英雄

叙事詩」とか「教訓詩」といったサブグルー

プからなるジャンルの境界を自覚的に越境し

ようと試みたというよりも、むしろ彼らの中



 
 

ではエポスはエポスということしかなかった。

何より「教訓詩」をしたためた詩人たちの意

識は、自分たちがホメーロス以来の伝統によ

るということにある。（具体例省略。）  

 

第２回 ６月２２日 （神崎 繁）  

「哲学的「中傷」─その類型と変遷─」  

 幸福な家庭に共通の単調さに比して、不幸

な家庭にはそれぞれそれおもむきを異にする

というロシアの小説に倣って言えば、人を褒

める表現は単調だが、悪口となると人は、古

来、随分と工夫を凝らしたもののようである。

例えば、2 世紀の文法家・ポルックスにそのよ

うな「悪口(psogos)」の用例一覧があり、社

会的な出自、容貌・身体的特徴、服装・趣味、

職業、性格、性的性向、精神状態、友人・師

弟関係、政治的立場など、実に多様な側面に

渉っている。 

 だが、そのような日常的な「悪口」から発

展して、五世紀頃には喜劇作家やソフィスト

を中心に、弁論術の技術的洗練を受けた「中

傷(diabole)」という、「顕彰(enkomia)」と並

ぶ一種のジャンルが形成されるまでになる。

その影響は、ヘラクレイトスが、ヘシオドス

やピュタゴラス、クセンノファネスなどの知

者たちを「多識(polymathie)」と呼び、また、

懐疑論者ピュロンの随行者ティモンが、今度

は当のヘラクレイトスを「謎かけ人

(ainiktes)」、またゼノンを「両様に語る者

(amphoteroglossos)」（「飛ぶ矢は止まってい

る」）と、それぞれ綽名を付けたことに窺われ

る。 

 そのなかにあって、「皮肉、空とぼけ

(eironeia)」、「虻」、「痺れエイ」、「シレノス

の容貌をした」といったソクラテスへの中傷

を逆手に取って、議論好き、真理への愛求（エ

ロース）といった積極的評価に転化させたプ

ラトンの力業には、注目すべきものがある。

というのも、ここには容貌が性格を、性格が

行動を、行動がその人の本質をという形で、

しかも、それが価値の逆転をともなって表現

されているからである。このような手法には、

「無分別」を「勇気」、「思慮深さ」や「沈着

さ」を「臆病」や「怯懦」と呼んだというツ

キジデスの『戦史』における「内乱」の記述

に通うものがあり、実際プラトンは、『国家』

で「国制」の堕落を記述する際にも、このよ

うな後の修辞家によって「逆転

(paradiastole)」と分類される手法を用いて

いる。 

 発表は、主題の面白さと意気込みのわりに

は空回りに終わったが、少なくとも報告者当

人にとっては、今後展開すべき課題を得た点

で収穫があった。  

 

第３回 ７月１３日 （櫻井万里子）  

「アテナイ人は戦後復興期をどのように生き

たか」  

 ペロポンネソス戦争以後にギリシアは衰退

への道を辿り始める、というかつての通説に

対し、最近は戦後のアテナイが戦争以前より

もより成熟した民主政を営む安定した社会形

成へ向かった、とする見方の方が優勢である。

ところが、どちらの見解を妥当とするにせよ、

戦争直後のアテナイの政治的、社会的動静に

ついては、これまで十分な検討が加えらてき

たとは言い難い。本報告は、比較的研究が手

薄なこの時期におけるアテナイの歴史像を再

構成する試みである。  

 ペロポンネソス戦争で敗北したアテナイで

は、スパルタの傀儡政権（いわゆる「三十人

僭主」）が誕生し、続いてこの政権を支える寡

頭派とこれに反対する民主派とのあいだに内

戦が勃発して、数ヶ月後に両派の和解が成立

するという目まぐるしく、ドラマティックな

一年が続いた。今回は、とりあえずこの和解

後の民主政復活から前３８６年の「大王の平

和」によってコリントス戦争が終結するまで



 
 

に時期を限定して報告を行なった。アテナイ

社会は敗戦による経済的なダメージよりも、

内戦の際に生じた市民間の相互不信が深い傷

跡として残り、他方で、５世紀の後半以降に

次第に市民の間に浸透し始めた貨幣経済の威

力が、戦後の政治的な指導者トラシュブロス

やコノンの行動にも大きな影を投げかけたこ

とを論証した。   
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 多分野交流プロジェクトが正式に発足し、

今のような形の演習が行われるようになって

今年で 7 年目になります。その間、多くの先

生方の努力により、このプロジェクトは地道

ながらも順調に活動を続けてきました。その

蓄積と成果はすでに様々な刊行物の形で実を

結んでいますし、たとえいまだに無形のまま

ではあっても、若い大学院生に与えてきた刺

激には測り知れないものがあります。しかし、

それにもかかわらず、多分野交流演習は、な

んだか相変わらず正規のカリキュラムに対す

る物好きな「おまけ」程度の地位を脱してい

ないようにも思われます。なんてもったいな

い。ドラスティックな構造改革の荒波に立ち

向かおうとする今、これだけの可能性をもっ

た器を有効に使わない手はありません。いま

こそ、これまでの多分野交流プロジェクトの

意義や成果を再確認し、今後のさらなる発展

の可能性を探る潮時なのではないでしょうか。

そのためにも、今号の巻頭エッセイにいただ

いた上野千鶴子先生の文章は重要な指摘をい

くつも含んでいると考えます。 

 最近、前任の責任者・岸本美緒先生がこれ

までのプロジェクト主査・参加者からの意見

を集め、整理されました。その内容をここで

少しご紹介させていただくと、成果に関する

肯定的な評価としては、以下のようなものが

あります。 

l 学生、若手研究者の視野を広げるのに役

立っている。 

l 他分野を意識して発表するという共通了

解が学生・教官を含む参加者に行き渡っ

ており、裨益するところが大きい。 

l 従来の学問の枠組みを超える新しい試み

として、大学外部からも評価されている。 

l 機構改革を伴わない柔軟な共同研究の組

織として大学内にアピールしている。 

l しかし、その一方で問題点もないわけで

はありません。たとえば、以下のような



 
 

指摘があります。 

l 文学部全体にどれほどの刺激を与えてい

るかは不明。 

l 学生の積極的な参加をいかに促進させる

か。参加学生は多いが、履修者は少ない。 

l 成果公開にあたっては、商業ベースにの

せた出版が困難。 

l こうした演習を積極的に推進する環境・

カリキュラムが整っていない。 

l 運用面でも様々な具体的な問題や制約が

ある。 

 ここで、初心に立ち返る意味で、多分野交

流プロジェクトが正式に発足した時、『多分

野交流ニューズレター』第 1 号（1995 年 4 月

5 日）に藤本強学部長が書かれた言葉を引用さ

せていただきます。 

 

「このプロジェクトは、本研究科がその長

い研究の歴史のなかで培ってきた学問諸分

野の個々の成果をもとにしながら、各領域

間での交流を行ない、人文・社会系学問に

新たな活力を与えようとするものである。

そうした試みは、従来もさまざまの場でな

されてきたとはいえ、研究教育機関が本腰

をいれて取り組む例は、けっして多くはな

い。２１世紀にむけて、人文・社会系学問

にたいして示される期待、要請の大きさを

自覚し、このプロジェクトがゆたかな成果

を収められるよう努力を続けたいと考えて

いる。 

 …………に、このプロジェクトの特徴の

ひとつとして、たんに研究者が協同するば

かりではなく、同時に大学院における教育

の場としても構想され、組織される点をあ

げねばならない。大学院学生が、先輩研究

者と自由に討議することで、博士論文の執

筆や学問的視野の拡大に資することができ

るはずである。」 

 

 この言葉に述べられた理念が 7 年後のすで

に 21 世紀に入ったいま、どれほど実現されて

いるか。そして、それを今後どのように発展

させられるのか。それは文学部（人文社会系

研究科）の未来そのものに直結する問題だ、

と言えるのではないでしょうか。 

 

（ワーキンググループ責任者 沼野充義） 
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